
令和７年度 オンライン保安講習の受講手引き 
 
 
 
１ 受講対象者及び受講環境 
 

①受講対象者 

  本講習は、原則として、居住地又は勤務地が山梨県内の方で、危険物施設において危

険物の取扱作業に従事している危険物取扱者を対象とします。 
 

②受講環境 

オンライン講習を受講するためには、パソコンやタブレット、インターネット回線が

必要です。一度受理した受講申請書及び手数料はお返しできませんので、事前に必ず、 

ネットラーニング推奨環境ご案内ページにて確認の上、以下の受講申請手続きによりお

申し込み下さい。      

【推奨環境ご案内ページ】https://www.netlearning.co.jp/about/index.html 
 ③その他 

  オンライン講習お申し込み受付後は、会場講習に変更することはできません。また、

既に会場講習をお申し込み受付された方もオンライン講習に変更はできません。 

 
２ 講習期間・定員 
 

●第１回オンライン講習   令和７年 ９月２６日（金）から１ヶ月間 定員：２００名    

●第２回オンライン講習  令和７年１１月１４日（金）から１ヶ月間 定員：１００名 

 

３ 受講申請期間等 
 

●第１回オンライン講習（直接受付のみ） ※定員になり次第締め切ります。 

（申請期間） 令和７年８月１８日（月）～令和７年８月２２日（金） 

（受付時間）  午前９時～１２時 ・ 午後１時～４時 

（受付場所） 各消防本部 ・ (一社)山梨県危険物安全協会(甲府法人会館２階) 

（申請書類） ○受講申請書  

          山梨県防災局消防保安課、各消防本部、山梨県危険物安全協会で配布します。 

          また、協会のホームページからもダウンロードできます。（A4 横・両面短辺とじ） 

 ○受講手数料 

受講申請書裏面の手数料貼付欄に、５，３００円分の山梨県収入証紙を一枚ずつ

枠内に貼り付けて下さい。 

○危険物取扱者免状の写し 

表面・裏面をコピーし、受講申請書にそれぞれ貼付して下さい。  

 
○オンラインシステムを利用するためのパスワード等送付用封筒 
 

   受講申請書の「書類等送付先（自宅・勤務先）」をチェックするとともに、 

送付先を記載した返信用封筒（定形長３（横 12 ㎝、縦 23.5 ㎝））に 

１１０円切手を貼ったものを必要枚数分（申請者数分）持参して下さい。 

 

※  テキストは、本年度からデジタルテキスト（製本版をＰＤＦ化したもの）

を、受講開始時にダウンロードして使用していただきます。 



●第２回オンライン講習 （郵送受付のみ） ※受付期間内の消印のみ有効です。 

（申請期間）  令和７年１０月１４日（火）～令和７年１０月２０日（月） 

  (提 出 先)   〒４００－００３２ 

             甲府市中央４－１２－２１ 甲府法人会館２階  

 （一社）山梨県危険物安全協会のみで受付 

 

 

 

 

４ パスワード・ＵＲＬ等の送付 
 

・受講申請受付時に受付済証をお渡ししますので保管して下さい。 

・受付完了後に、申請時に提出いただいた返信用封筒により、受講に必要なＵＲＬ、パ

スワード等を郵送します。 

 

５ 申込から修了証送付までの流れ  

 
 講習受講の流れ 

※【】は協会対応 

 
第 １ 回 

 
第 ２ 回 

 
① 

 
受  講  申  請 

 

令和７年８月１８日（月） 

   ～８月２２日（金） 

 

令和７年１０月１４日（火） 

   ～１０月２０日（月） 

 
② 

 
【 パスワード等資料送付 】 

 

令和７年９月 ９日（火） 

 

 

令和７年１０月３０日（木） 

 
 

③ 
 

登 録・コース申込 
 

令和７年９月１０日（水） 

   ～９月１９日（金） 

 

令和７年１０月３１日（金） 

   ～１１月 ９日（日） 

 
④ 

 
【 受  講   承  認 】 

 

令和７年９月２６日（金） 

 

 

令和７年１１月１４日（金） 

 
 

⑤ 
  

受講（動画の視聴） 
テスト（効果測定） 

 
令和７年９月２６日（金） 

  ～１０月２５日（土） 

 

令和７年１１月１４日（金） 

   ～１２月１３日（土） 

 
 

⑥ 

 
 

修 了 証 送 付 

 
受講修了確認後、概ね２週

間以内に、山梨県知事の証

印を押印した修了証を受

講者宛郵送します。 

 

 
受講修了確認後、概ね２週

間以内に、山梨県知事の証

印を押印した修了証を受講

者宛郵送します。 

 

申請方法等詳細は、９月上旬に、当協会ホームページにて 

お知らせします。 

 

受講修了後、システム上、右の修了証が

打出し可能となりますが、山梨県では、

上の表⑥により、知事の証印を押印した

修了証を各受講者様あて郵送にてお届

けしますので、お間違えの無いようお願

いします。  



・講習にあたっては、当協会のＨＰの保安講習ページに「受講者マニュアル」を掲

載していますので、マニュアルに沿って受講してください。 

     【ＨＰアドレス】 

 保安講習  | 一般社団法人  山梨県危険物安全協会  (yamanashi-kiankyo.jp) 
   ・併せて「オンライン講習の実施概要」により全体の流れをご確認ください。 

 
６ 受講上の注意点  
 

・すべての動画を視聴後、効果測定があります。効果測定は、受講期間内であれば

繰り返し解答できます。 

・受講は必ず期間内に修了してください。 

・受講期間内に効果測定で合格していない場合、欠席扱いとなり受講料はお返しで

きませんのでご注意ください。 
 ・受講申請受理後は、受講しなかった場合でも手数料はお返ししません。 

・受講修了後郵送する「修了証」は、免状とともに保持して下さい。 

・免状の裏面に証印を希望する方は、①修了証 ②危険物取扱者免状 ③返信用封

筒（基本料金＋簡易書留料金分の切手を貼り、住所・氏名を記載したもの）の３

点を簡易書留で、次のところまで郵送してください。 

   〒４００－８５０１  

   甲府市丸の内１－６－１ 山梨県防災局 消防保安課保安管理担当 

               ＴＥＬ ０５５－２２３－１４３４ 

・よくある質問を掲載しましたのでご覧ください。 

    ＨＰアドレス https://www.yamanashi-kiankyo.jp 

 

７ お問い合わせ先 
 
 ●オンライン保安講習実施に関するお問い合わせ先 

  （一社）山梨県危険物安全協会    電話 ０５５－２２７－１５９７ 

          甲府市中央４－１２－２１ 甲府法人会館２階 

 

 ●システム操作に関するお問い合わせ先 

        株式会社 ネットラーニング ラーニングセンター 

             E-mail:support@netlearning.co.jp  

 

 

 


